










年　度 頭　数

１７ 6,764

１８ 7,113

１９ 7,431

２０ 7,701

２１ 7,854

（２） 狂犬病予防注射

　狂犬病予防法に基づき、狂犬病予防注射済票交付事務を行っています。狂犬病予防
注射は、年１回の接種が義務づけられています。

１３ 畜犬登録等

（１） 畜犬登録

  狂犬病予防法に基づき、畜犬登録事務を行っています。

  畜犬登録は、生後９１日以上の犬に生涯で１回の登録が義務づけられています。

◇ 畜犬登録頭数
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頭 畜犬登録状況

年度

年　度 交 付 数 再交付数 計

１７ 5,206 6 5,212

１８ 5,453 2 5,455

１９ 5,633 2 5,635

２０ 5,741 3 5,744

２１ 5,866 5 5,871

年　度 件数 頭数

２０ 16 18

２１ 13 13

◇ 捕獲犬抑留公示実績

  狂犬病予防法第６条第1項の規定により、東京都動物愛護相談センター狂犬病予防員

が、所有者の判明しない犬を抑留したときは、市長村長へ通知しなければなりませ

ん。通知を受けた市町村長は、同条第８項の規定により、「当該犬の種類、捕獲日、

捕獲場所等を２日間公示するものとする。」となっています。

◇ 狂犬病予防注射済票交付数

(３) 捕獲犬の抑留公示実績



年　度 件 数 頭 数

１７ 7 7

１８ 10 12

１９ 13 14

２０ 5 5

２１ 12 12

　市では、捨て犬・捨て猫防止のため、動物遺棄防止を呼びかける看板を配布してい

ます。なお、動物を捨てたり虐待したものは法律により罰せられます。
(動物の愛護及び管理に関する法律第４４条）

◇ 動物遺棄防止啓発用看板配布実績

（４） 引取り収容動物の公示

◇引取収容動物公示実績

　東京都動物の愛護及び管理に関する条例第２４条第１項の規定により、「都知事
は、所有者の判明しない犬、猫等を引取りまたは収容したときは、当該動物の種類、

収容等の日時、場所等を２日間公示するものとする。」となっています。

  市は、都の委任を受けて公示を行っています。

（５） 動物遺棄防止看板の配布
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頭件 引取収容動物公示状況
件数

頭数

年度

年　度 件 数 配布数

１７ 1 3

１８ 0 0

１９ 3 3

２０ 1 1

２１ 0 0
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頭件 引取収容動物公示状況
件数

頭数

年度

動物愛護週間

広く国民の間に命ある動物の愛護と適正な飼養についての

関心と理解を深めるようにするため、毎年９月２０日から２６日

までは動物愛護週間と定められています

（動物の愛護及び管理に関する法律第４条）

この機会に、私たちが飼っている動物について、もう一度考

えましょう。
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